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平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２８

内
に
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
を

お
持
ち
の
方
に
は
、
平
成　

年
度

２８

分
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
（
償
却
資
産

は
固
定
資
産
税
の
み
）

　

固
定
資
産
税
は
、
課
税
標
準
額

（
※
）
に
税
率
１
・
４
％
を
乗
じ

た
額
、
都
市
計
画
税
は
、
０
・
２

７
％
を
乗
じ
た
額
で
す
。

※　

課
税
標
準
額
＝
税
額
算
定
の

基
礎
と
な
る
価
格
で
、
原
則
と

し
て
そ
の
資
産
の
評
価
額
＝
固

定
資
産
評
価
基
準
（
全
国
的
に

統
一
さ
れ
た
評
価
に
な
る
よ
う

国
が
定
め
た
基
準
）
に
よ
っ
て

評
価
・
決
定
さ
れ
た
も
の

 
〈
土　

地
〉

　

宅
地
な
ど
の
評
価
額
は
、
地
価

公
示
価
格
の
７
割
を
め
ど
に
評
価

の
均
衡
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

【
課
税
標
準
の
特
例
措
置
】

　

住
宅
用
地
（
実
際
に
住
宅
の
敷

地
と
な
っ
て
い
る
土
地
で
、
住
宅

○
固
定
資
産
税
○

の
総
床
面
積
の　

倍
ま
で
の
面

１０

積
）
と
特
定
市
街
化
区
域
農
地

は
、
税
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
課

税
標
準
額
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。

（
表
１
）

【
負
担
調
整
措
置
と
負
担
水
準
】

　

土
地
の
税
負
担
は
、
同
じ
評
価

額
の
土
地
で
あ
れ
ば
同
じ
税
負
担

と
な
る
よ
う
、
負
担
の
均
衡
化
を

図
る
た
め
の
負
担
調
整
措
置
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

宅
地
等
の
課
税
標
準
額
は
、
負

担
水
準
（
本
年
度
評
価
額
に
対
す

る
前
年
度
課
税
標
準
額
の
割
合

で
、
個
々
の
宅
地
の
課
税
標
準
額

が
評
価
額
に
対
し
て
ど
の
程
度
ま

で
達
成
し
て
い
る
か
を
示
す
も

の
・
表
２
）
に
応
じ
て
、
表
３
・

表
４
の
負
担
調
整
措
置
に
当
て
は

め
て
求
め
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
負
担
調
整
措
置

２８

は
、
基
準
年
度
で
あ
っ
た
前
年
の

平
成　

年
度
に
見
直
し
た
固
定
資

２７

産
評
価
の
課
税
標
準
額
と
比
較

し
、
そ
の
新
た
な
負
担
水
準
の
結

果
で
課
税
標
準
額
を
求
め
、
平
成

固定資産税（土地・住宅用地）の税額の算出例

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

小規模住宅用地（住宅の敷地１００㎡）の
場合
平成２８年度の評価額 ２２,５６０,０００円
平成２７年度の課税標準額 ３,５３４,０００円
平成２７年度の固定資産税
 ３,５３４,０００円×１.４％＝４９,４７０円
 （端数処理後の税額）
平成２８年度の固定資産税額
①住宅用地に対する課税標準の特例措
置（表１）
　２２,５６０,０００円×１／６＝３,７６０,０００円
②負担水準を求めます。（表２）
３,５３４,０００円÷３,７６０,０００円×１００％＝
９３.９％
③負担調整措置
この土地の負担水準は９３.９％なので
（表３）の１００％未満に該当します。

平成２８年度課税標準額＝平成２７年度
課税標準額＋（評価額×１／６）×
５％
３,５３４,０００円＋（２２,５６０,０００円×１／
６）×５％＝３,７２２,０００円
④税額
③で求めた課税標準額に税率を乗じ
ます。
３,７２２,０００円×１.４％＝５２,１００円
 （端数処理後）
平成２７年度に比べて２,６３０円の増額
となります。
都市計画税もこの方法に準じて行い
ます。

※　この税額は、参考として算出した
ものであり、実際は１００㎡の土地で
も個々に異なります。

　

年
度
の
固
定
資
産
税
を
算
定
し

２８ま
す
。

　

負
担
水
準
の
割
合
が
低
け
れ

ば
、
本
来
の
あ
る
べ
き
水
準
に
到

達
す
る
ま
で
年
々
上
昇
し
て
い
き

ま
す
。
中
に
は
商
業
地
な
ど
の
非

住
宅
用
地
で
負
担
水
準
の
到
達
が

一
定
以
上
に
な
れ
ば
税
額
が
据
え

置
か
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の
住
宅
用
地
や
特
定
市

街
化
区
域
農
地
は
上
昇
し
て
い
ま

す
。

　

負
担
調
整
措
置
は
地
価
が
上
昇

し
て
も
急
激
な
税
負
担
に
な
ら
な

い
よ
う
、
な
だ
ら
か
に
上
昇
さ
せ

る
仕
組
み
で
す
（
参
考
の
計
算
式

は
左
表
の
と
お
り
）
。

〈
家　

屋
〉

　

評
価
額
が
課
税
標
準
額
で
す
。

【
新
築
・
増
築
し
た
家
屋
】

　

平
成　

年
１
月
２
日
〜　

年
１

２７

２８

月
１
日
に
新
築
ま
た
は
増
築
し
た

家
屋
は
、
固
定
資
産
評
価
基
準
に

よ
っ
て
評
価
計
算
し
た
価
格
が
、

評
価
額
と
な
り
ま
す
。

【
平
成　

年
１
月
１
日
以
前
に
建

２７

築
し
た
家
屋
】

　

増
改
築
を
し
た
一
部
の
家
屋
を

除
い
て
は
、
前
年
の
評
価
額
を
上

回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
償
却
資
産
〉

　

事
業
に
使
用
し
て
い
る
償
却
資

産
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
固
定
資

産
税
は
、
定
率
法
に
よ
る
減
価
償

却
を
し
て
課
税
標
準
額
を
算
出

し
、
税
率
を
乗
じ
た
も
の
で
す
。

　

な
お
、
償
却
資
産
に
は
、
都
市

計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

 
〈
土　

地
〉

　

固
定
資
産
税
と
同
様
の
負
担
調

整
措
置
と
な
り
ま
す
。

〈
家　

屋
〉

　

評
価
額
が
課
税
標
準
額
で
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

注
意
事
項　

今
年
の
税
制
改
正
の

内
容
に
よ
り
、
一
部
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

資
産
税
課
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
１
）

○
都
市
計
画
税
○

表３　住宅用地・特定市街化区域農地（表１）適用
負担調整措置負担水準

本年度評価額×1/6または1/3まで引き下げ
（本来の課税標準額）１００％以上

課税標準額（Ａ）＝前年度課税標準額＋（評価額×1/6
または1/3）×５％
・Ａが評価額の1/6または1/3を上回る場合、評価額の
1/6または1/3とする

・Ａが評価額の1/6または1/3の２０％を下回る場合、評価
額の1/6または1/3の２０％とする

１００％未満

表４　非住宅用地等（住宅用地以外の宅地、建築中の宅地を含む）
負担調整措置負担水準

評価額の７０％まで引き下げ７０％超
前年度課税標準額に据え置き６０％以上７０％以下
課税標準額（Ａ）＝前年度課税標準額＋評価額の５％

６０％未満 ・Ａが評価額の６０％を上回る場合は評価額の６０％
・Ａが評価額の２０％を下回る場合は評価額の２０％

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

平成28年度

納
税
通
知
書
は
５
月
２
日
（
予
定
）
に
郵
送

表１　特例率
都市計画税固定資産税特例措置の区分
評価額の1/3評価額の1/6小規模住宅用地（１戸につき２００㎡まで）
評価額の2/3評価額の1/3一般住宅用地（１戸につき総床面積×１０−２００㎡）
評価額の2/3評価額の1/3特定市街化区域農地

表２　負担水準

 負担水準（％）＝ ×１００前年度課税標準額
本年度評価額×特例率（表１）

　

市
が
運
営
す
る
就
労
支
援
サ
イ

ト
「
こ
が
ね
い
仕
事
ネ
ッ
ト
」
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

　

見
や
す
さ
、
使
い
や
す
さ
が
向

上
し
た
新
サ
イ
ト
を
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

　

仕
事
を
お
探
し
の
方
、
求
人
を

す
る
事
業
所
の
方
は
、
ぜ
ひ
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
求
人
情
報
登
録
・
閲
覧

の
利
用
料
は
無
料
で
す
が
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
携
帯
電
話
の
通
信

料
は
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま

す
。

【
仕
事
を
お
探
し
の
方
】

　

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
を
利
用

し
て
、
求
人
情
報
等
を
簡
単
に
検

索
・
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
事
業
所
の
方
】

　

サ
イ
ト
の
事
業
所
登
録
ペ
ー
ジ

か
ら
事
業
者
の
登
録
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

審
査
を
経
て
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー

ド
を
取
得
し
た
後
は
、
い
つ
で
も

求
人
情
報
や
勤
務
地
等
の
画
像
・

地
図
情
報
等
の
登
録
・
変
更
・
削

除
が
で
き
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

h
ttp
://w
w
w
.ko
gan
ei-s.n

et/

モ
バ
イ
ル
（
携
帯
電
話
）
版

h
ttp
://w
w
w
.ko
gan
ei-s.n

et/

m
o
b
ile/

問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

　

市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備

室
で
は
、
市
民
協
働
の
推
進
の
た

め
の
諸
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

４
月
１
日
〜
５
月　

日
は
、
一
部

３１

開
所
日
を
変
更
し
て
運
営
し
ま
す

の
で
、
次
の
開
所
日
時
を
ご
確
認

の
う
え
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
６
月
以
降
に
つ
い
て

は
、
改
め
て
市
報
等
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

開
所
日
時　

月
曜
〜
金
曜
日
午
前

８
時　

分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

３０

５
時
（
祝
日
を
除
く
）

と
こ
ろ　

小
金
井
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内
（
福

祉
会
館
は
閉
館
し
ま
す
が
、
同
準

備
室
は
開
所
し
て
い
ま
す
）

主
な
業
務

▽　

市
民
協
働
・
市
民
活
動
等
の

相
談
（
行
政
と
協
働
し
た
事
業

の
実
施
、
市
民
活
動
を
行
う
う

え
で
の
課
題
や
悩
み
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
な
ど
）

▽　

市
民
活
動
団
体
等
と
行
政
の

間
や
、
市
民
活
動
団
体
相
互
間

の
協
働
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

▽　

市
民
協
働
・
市
民
活
動
に
つ

い
て
の
調
査
活
動
、
情
報
の
収

集
・
発
信

▽　

市
民
協
働
に
関
連
す
る
行
事

等
へ
の
参
加
・
協
力

▽　

市
民
協
働
の
推
進
に
向
け
た

仕
組
み
等
の
検
討

▽　

市
民
活
動
団
体
リ
ス
ト
の
管

理
問
合
先　

同
準
備
室
の
業
務
に
つ

い
て
＝
同
準
備
室
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８５

７
７
６
７
）
、
開
所
日
時
に
つ
い

て
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
（
☎

　

儿　

儿
９
９
２
３
）

０４２

３８７

 　

毎
年　

月
開
催
の
小
金
井
な
か

１０

よ
し
市
民
ま
つ
り
で
消
費
生
活
展

を
実
施
し
、
暮
ら
し
に
役
立
つ
情

消
費
生
活
展
実
行
委
員
会

参
加
者
募
集

報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
が
楽
し
め
る
よ
う
な

企
画
と
す
る
た
め
、
実
行
委
員
会

を
開
催
し
ま
す
。
消
費
者
活
動
に

関
心
の
あ
る
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー

プ
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と　

き　

４
月　

日
（
木
）
午
後

２１

２
時
か
ら

と
こ
ろ　

上
之
原
会
館
集
会
室
Ｃ

呼
び
か
け
人　

第　

回
消
費
生
活

４９

展
実
行
委
員
会

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

経
済
課
消
費
生
活
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 　

こ
が
ね
い
パ
レ
ッ
ト
で
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
企
画
・
運
営
で
、

男
女
共
同
参
画
推
進
の
た
め
の
講

演
会
や
展
示
等
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
年
は
、　

月
ご
ろ
に
開
催

１１

し
ま
す
。

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方

定　

員　
　

人
（
多
数
抽
選
）

１０

そ
の
他　

謝
礼
お
よ
び
保
育
あ
り

（
１
歳
以
上
の
未
就
学
児
）

申　

込　

４
月
１
日
〜　

日
に
、

１５

電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
直
接
、
企
画
政
策
課
男
女
共

同
参
画
室
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階

☎　

儿　

儿
９
８
５
３ 
　

儿　

０４２

３８７

０４２

３８７

儿
１
２
２
４
死s0

1
0
3
0
3
@
k
o

gan
ei-sh

i.jp

）
へ
。

 　

市
で
は
、
平
成　

年
度
末
に
完

２５

了
し
た　

中
央
本
線
連
続
立
体
交

ＪＲ

差
事
業
に
伴
い
、　

中
央
本
線
北

ＪＲ

側
に
平
行
し
た
側
道
の
整
備
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
旧
梶
野
新
田
踏
切

か
ら
三
鷹
保
線
技
術
セ
ン
タ
ー
付

近
ま
で
の
約　

㍍
区
間
の
市
道　

２４０

７８６

号
線
（
ス
カ
イ
ビ
ュ
ー
ロ
ー
ド
）

が
開
通
し
、
す
で
に
開
通
済
み
の

側
道
と
つ
な
が
り
、
全
線
通
行
可

こ
が
ね
い
パ
レ
ッ
ト

実
行
委
員
募
集

FAX

　

中
央
本
線
ま
ち
づ
く
り

ＪＲ側
道
（
市
道
第　

号
線
）

７８６

全
線
開
通

能
（
相
互
通
行
）と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
れ
に
よ
り
、
市
内
の

　

中
央
本
線
連
続
立
体
交
差
事
業

ＪＲに
伴
う
、
す
べ
て
の
側
道
が
開
通

し
ま
し
た
。

問
合
先　

道
路
管
理
課
工
事
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
５
５
）

０４２

３８７

  　

平
成　

年
４
月
１
日
に
、
行
政

２８

不
服
審
査
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

行
政
不
服
審
査
法
は
、
行
政
庁

の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に

当
た
る
行
為
に
関
す
る
不
服
申
立

て
の
制
度
を
規
定
し
た
も
の
で

す
。

　

今
回
の
改
正
は
、
公
正
性
・
利

便
性
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
、
主

に
次
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
ま

す
。

▽　

審
査
請
求
期
間
が　

日
以
内

６０

か
ら
３
か
月
以
内
に
延
長
さ
れ

ま
す
。

▽　

第
三
者
機
関
へ
の
諮
問
手
続

が
導
入
さ
れ
ま
す
。

▽　

審
理
手
続
を
行
う
者
と
し

て
、
審
理
員
が
導
入
さ
れ
ま

す
。

　

な
お
、
平
成　

年
３
月　

日
ま

２８

３１

で
に
さ
れ
た
処
分
等
に
つ
い
て

は
、
４
月
１
日
以
降
に
申
し
立
て

ら
れ
た
場
合
で
も
現
行
制
度
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

総
務
課
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
０
５
）

至
立
川

至
立
川

至
三
鷹

至
三
鷹

JR東日本八王子支社
三鷹保線技術センター
JR東日本八王子支社
三鷹保線技術センター

JR東小金井駅

交通広場交通広場

JR中央本線

北大通り北大通り

今回開通区間

けやき保育園けやき保育園

市道786号線市道786号線
（スカイビューロード）（スカイビューロード）

旧梶野新田踏切旧梶野新田踏切

行
政
不
服
審
査
法
が
改
正

ご
利
用
く
だ
さ
い

市
民
協
働
支
援

セ
ン
タ
ー
準
備
室

「「
こ
が
ね
い
仕
事
ネ
ッ

こ
が
ね
い
仕
事
ネ
ッ
トト
」」を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル


